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研究成果の概要：薬物政策は国によって異なっているが、本研究は日本、イギリス、アメリカ、

オランダの政策の違いが何に根ざすのかを分析した。その結果、かつてのイギリスや現在のオ

ランダの政策が薬物使用者を社会の成員として認める近代的な秩序を構想し、医療やリハビリ

テーションなどを中心として使用者を処遇する一方、日本やアメリカは成員の同質化を基にし

た社会秩序を志向し、使用者を秩序外に隔離排除する処遇をしていることが明らかになった。
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などを積み重ねてきた。これらはいずれも

「近代化と薬物統制」の関係という全体構想

を明らかにするための部分的な考察として

位置づけられるものである。

(3) そこでこの全体構想を継続し発展させ
るものとして、いくつかの国の薬物政策にお
ける共通点と相違点を抽出し、それらを生み
出した過程を分析することが必要であると
考えられた。その作業は同時に、すでに発表
した上記の諸研究を再検討し統合すること
を目指すものでもある。

２．研究の目的

(1) そこで本研究は、2006 年度から 2008 年

度までの 3年間に、上記全体構想の中で、と

くに日本・イギリス・アメリカ合衆国・オラ

ンダといった四カ国の薬物政策における共

通点と相違点を抽出し、それら共通点と相違

点を生み出した過程を分析することで、それ

らがどのような背景と要因によって生じた

ものであるのかを明らかにすることを目的

として編成された。

(2) もとより薬物政策は国家の数だけ、さら

に国によっては国家の下位に位置する自治

体の数だけ存在すると考えられる。そのため、

まずはそれら各地域の薬物政策がどのよう

な布置にあるのかという見取り図を作る必

要がある。そこで本研究ではまず何よりも、

その見取り図の基準となる座標を構成する

ことを第一の目的とした。そのような座標構

成を経ることにより、見取り図を経由して、

全体構想の「近代化と薬物統制」の関係の考

察へと至ることができると考えられるから

である。

(3) これを換言すれば、薬物統制という政策

的思考における「近代化」を思考するにあた

って、何をもって「近代化」とすることが可

能なのか、あるいはどのような思考パターン

や思考要素の出現が「近代化」を指し示す指

標となるのかということを、あらかじめ構成

しておく必要があるということである。そし

てその座標は今後、各地域の薬物政策を研究

するにあたって、差しあたっての仮説的ガイ

ドとして機能するとともに、そのような座標

の出現そのもの──それは近代的思考の出

現の、ひとつの形態と考えられるだろう──

について思考することが、社会学的研究とし

ての意義を有することになると考えられる。

(4) したがって次に、それらの座標を基にし

て、日本・イギリス・アメリカ合衆国・オラ

ンダ四カ国の薬物政策が、それぞれどのよう

な布置状況にあり、またどのような意味を持

つものであるのかを論じることを、第二の目

的とした。

３．研究の方法

(1) 本研究が研究進行上とくに重視したの

は、本研究が単なる薬物政策研究としてでは

なく、社会学的研究としての意義を有するた

めにはどのような研究編成が必要であるか

という問いである。これには薬物政策の社会

（科）学的研究がわが国においては未発達で

あるという状況が強く関係している。そこで

以下では、その問いに対してどのようなアプ

ローチが必要とされたのかついて述べてお

く必要があるだろう。

① アメリカ合衆国やヨーロッパなどではす

でに一研究領域として確立している「薬物政

策の社会学的研究」は、しかしながら、わが

国においてはいまだ始まっていないともい

える。そのような状況にあって本研究は、代

表者のこれまでの研究と併せて当該研究領

域を開拓するものではあるものの、同時に

「こんにちの社会学」としての意義を有する

必要も当然あり、その点が本研究の中心的な

課題であり、また同時に困難とも考えられた。

すなわち、「薬物政策の社会学的研究」はわ

が国においては、いわば周回遅れの研究テー

マである一方で、単に周回遅れを挽回するだ

けの作業だけでなく、「こんにちの社会学」

として研究をおこなう意義もまた同時に実

現しなくてはならないということが、本研究

の課題と判断された。

② そこで本研究は、主に二つの角度から薬

物政策研究にアプローチすることとした。ひ

とつは、本研究の研究題目にもあるとおり、

「薬物政策の比較研究」であり、もうひとつ

は、「比較社会学的研究」というタイトル後

半に関連して、多少方法論的思考に傾斜した

「政策的思考の社会学的研究」である。もち

ろん、本来これらは互いに切り離せないもの

であり、切り離せないからこそ全体構想「近

代化と薬物統制」に対する代表者固有のアプ

ローチが必要であると考えられる。そこで、

以下ではあえてこれらを分割し、分析的に記

述しておくことにする。

(2) 本研究のアプローチは上記の理由によ

り、以下に詳しく述べる「薬物政策の比較研

究」と「政策的思考の社会学的研究」といっ

た二つのアプローチに分析的に分けること



ができる。

①薬物政策の比較研究

まずはひとつ目の「薬物政策の比較研究」

である。今回はとくに日本、イギリス、アメ

リカ合衆、オランダといった四カ国の薬物政

策を比較することがその主な作業である。

これら四カ国の薬物政策の概括的特徴と

しては、ヨーロッパの二カ国（イギリス・オ

ランダ）が比較的寛容ともいわれるような政

策をとり（あるいは、かつてとっていた）、

近年は有害性縮減（harm reduction）政策に

傾斜しつつあるのに対し、日本とアメリカ合

衆国は薬物使用の犯罪化政策を強め、「薬物

のない（drug free）」社会を目指しているこ

とがあげられる。したがってこれらは、薬物

政策における二つの極をあらわしていると

考えられ、その二つの極の分岐について考察

することが必要となる。

それゆえ、この研究については歴史的事象

を扱うために、資料の分析が主な方法となっ

た。またそれと同時に薬物政策の研究歴の長

い研究者たちへのインタビューもその方法

のひとつとした。

先にも述べたように、「薬物政策の比較研

究」においては、各地域の薬物政策の見取り

図のための座標を構成する必要があり、そこ

にこれらの国を対象とする理由がある。とい

うのも、これらの国の政策の特徴、あるいは

薬物政策の二つの極が示している特徴が、分

岐のための要素を表現していると考えられ、

したがって、その要素自体がどのように構成

されているのかを抽出することで、分岐その

ものについて思考し、また薬物政策見取り図

の座標を構成することを可能にすると考え

られるからである。

より具体的にいえば、医療化政策（薬物使

用の医療的処遇）と犯罪化政策（薬物使用の

刑事的処遇）の分岐条件を探求し、その条件

そのものが政策的思考のひとつの現れであ

ると位置づけ、また同時にそれを薬物政策見

取り図の座標とする。このことは、医療なの

か犯罪なのかという、ある意味で単純な分割

や対立を乗り越え、それら自体があらわして

いる思考の特徴を抽出するということを意

味している。

別の言い方をすれば、「逸脱の医療化」論

のこんにちの意義がよく誤解されているよ

うに、医療化か犯罪化かという単純に二分化

された対立と発想を越え、それが指示し表現

している近代的思考やその現れ方を、これま

でとは違った形で検討するということを意

味している（佐藤、2006、成果⑤参照）。「逸

脱の医療化」論の意義は、すでにこんにち、

逸脱領域における医療化と呼ばれる現象を

記述し明確化したことにはない。それはすで

にわれわれにとって一般化された思考の一

部である。であれば、そのこんにちの意義と

は、医療化と脱医療化（あるいは犯罪化）と

いう記述可能な傾向性が、どのような土俵で

成立したのか、記述可能となったのか、とい

うことそれ自体を思考可能にしたというこ

とにある。

すなわち、医療化と脱医療化（あるいは犯

罪化）が相互に対立するものとして成立する

のであれば、それらがどのような土台の上で

対立しあるいは交代するのかについて考え

ること、またそれらが対立しているというこ

とが何を指し示しているのかということに

ついて考えること。これらが、こんにちのこ

の領域の研究の意義であると考えられると

いうことである。

また同時に、これら四カ国の政策立案過程

の議論においては、概括的にいえば、前者二

カ国（イギリス・オランダ）では移民その他

の多文化への寛容性、さらには HIV や肝炎に

代表される薬物使用関連疾病へのケアが重

視される傾向がある一方、後者二カ国（日

本・アメリカ合衆国）では国内の統合をより

重視し、薬物問題を政治的問題として議論す

る傾向が国会や議会の会議録などで観察さ

れる。今年（2009 年）に入り、イギリスでは

カンナビスの再犯罪化がおこなわれたが、そ

こでも同様の政治的な議論が観察された。さ

らに前者二カ国では、相対的に薬物使用の文

化的研究や社会（科）学的研究が重視されて

きた経緯も観察された。

これらのことが示しているのは、寛容性や

ケア、さらに社会（科）学的思考がそれを議

論する機会において相互に結びついている

ということであり、その結びつきそのものに

ついて思考することが必要であるというこ

とである。

したがって、「薬物政策の比較研究」は、

単に薬物政策を比較するだけでなく、それぞ

れの薬物政策を基礎づける政策的思考その

ものを比較し、その思考の特徴と機能を論じ

る必要性を喚起する。そしてこのような政策

的思考自体について思考するということが、

二つめの課題、すなわちこんにちの社会学と

しての本研究の意義を有するものといえる。

②政策的思考の社会学的研究

したがって、ここでは、寛容性やケアなど、

こんにちの公共政策において議論されるテ

ーマが薬物政策と結びつけられて論じられ



るという事態が、一体どのような意味をもつ

のか、といった問いが立てられるように思わ

れるかもしれない。

しかしながら、実はこの問い自体は、わが

国の薬物政策や日常的な思考を基準にした

場合に出てくる問いであることに、私たちは

まず注意しなくてはならない。すなわち、寛

容性あるいは社会的包摂、さらには福祉やケ

アなどの視点は、ヨーロッパ各国の薬物政策

においては、当然のことのように導入されて

きた視点だということである。つまりそれ自

体が対象化されるということもまた、ある種

の特殊性のなかにあるということである。

その点からすると、ここで重要なのは、そ

れらを当然のように導入する（政策的）思考

と、それらを特別なもの、あるいは例外的な

ものとする（政策的）思考とが、それぞれど

のような意味をもつものであるのかという

ことである。別の言い方をすれば、それら双

方の政策的思考を対象化し比較可能な地点

から、これらについて思考するということを

意味する。これは、より端的にいえば、ヨー

ロッパ流の（薬物）政策的思考と日本やアメ

リカ合衆国流の（薬物）政策的思考とが、思

考としてどのようなものであるのかと問う

ことである。

これまでのアメリカ合衆国やヨーロッパ

の薬物政策史研究では、日本やアメリカ合衆

国流の薬物政策についてはほとんどの場合、

異文化・異民族との接触、あるいはナショナ

リズムや移民などとの関係によって論じて

きた。端的にいえば、薬物が異文化・異民族

接触に伴うナショナリズムなどとかかわる

場合には、寛容性や社会的包摂などの視点は

導入されず、むしろ排除されるべきものとし

て扱われてきたということである。そこには

薬物使用が犯罪へと結びつくという極めて

限定された、典型的な言説パターンが見られ

るが、1970 年に医療的処遇から犯罪化へと方

向転換したイギリスにおける薬物政策にお

いてもまた、同様の論点が見られる。したが

って、従来の薬物政策の社会学的研究という

水準からすれば、この水準の議論をまず第一

に確認しておく必要がある（佐藤、2008、第

五章、発表図書③）。

しかしながら、こんにちの社会学的研究と

しては、おそらくこれでは不十分である。先

に述べたように、これはいまだ、周回遅れを

挽回した位置にある研究の意義ということ

になる。というのも、この水準にとどまる考

察では、そうではない政策的思考──すなわ

ち寛容性や社会的包摂などと結びつく政策

的思考──を、犯罪化を中心とした思考とは

また別の視点から論じる必要があり、議論の

対称性の観点からすると、問題が生じかねな

いからである。

そこで、本研究ではさらにこれを更新し、

たとえば、ナショナリズムや移民とかかわる

ことで導入される薬物政策が、政策的思考と

してはどのような意味や意義をもつもので

あるのかを論じた。あるいは、寛容性や社会

的包摂などの視点を導入する薬物政策が、政

策的思考としてはどのような意味や意義を

もつものであるのかを論じる必要がある。こ

れらの議論こそが、本研究の社会学的研究と

しての意義であるからである。

そしてそれは同時に、後者の政策的思考に

おいて実際に導入された社会（科）学的思考

の意味や意義を論じることにもなる。いわば、

社会（科）学的思考の社会学的考察が必要と

されるということであり、またそれが本研究

の成果のひとつであるということでもある。

そのため、ここでもまた資料の分析がその

方法の中心となるが、思考を分析するという

課題のために、分析のパースペクティブとし

て代表者固有の方法（ディスコース分析）が

用いられることになる。

４．研究成果

(1) そもそも研究成果は箇条書きや要約で

きるものはない。というのは、そこにいたる

までの思考経路や言説パターンの提案その

ものが成果の一部であるからである。しかし

ながら、後掲の、すでに発表した成果などの

論点をここであらかじめあげておくことは、

報告書としての体裁に必要であると考えら

れるため、以下に、これまで述べた意義にか

かわるものを簡単に列記しておくことにす

る。 

①日本やアメリカ合衆国の薬物政策におい

て、薬物は他者と目されるカテゴリーとの結

びつきを主な論拠として犯罪とされてきた。

そのため、薬物使用者も他者として排除また

は隔離されるなど施策がおこなわれた。

②オランダやイギリスの薬物政策において

は、薬物使用者は排除の対象とはならない一

方で、医療や福祉の対象とされてきた。ここ

でもまたリスクを伴うカテゴリーと位置づ

けられたものの、刑事政策においてではなく、

医療や福祉領域において、ある種の管理対象

とされてきた。

③これらの処遇の差異は、なんらかの意味で

社会秩序にリスクをもたらすとされる対象



を、どのように処遇するのかという点で、当

該社会秩序をどのようなものと考えるのか

と密接にかかわっている。

④排除または隔離する秩序の政策的思考は、

結果的に社会秩序内部の同一性を保証する

ことで、社会秩序の安定化をはかる思考であ

る。一方、管理する秩序の政策的思考は、結

果的に社会秩序内部の多様性を確保しつつ、

社会秩序内部の問題発生リスクを軽減する

思考である。

⑤これらの思考はいずれも、エミール・デュ

ルケムによる二つの連帯（機械的連帯と有機

的連帯）と言説上の形式的からすれば相同的

な政策的思考であるといえる。この場合、刑

法などによって表現されている連帯──機

械的連帯──が前者の排除・隔離する政策的

思考を意味し、民法などによって表現されて

いる連帯──有機的連帯──が後者の管理

する政策的思考を意味しているといえる。

⑥したがって、社会学の根本に位置する連帯

という構想それ自体が指示していること、ま

たそれが有している言説上の機能を対象化

し論じることが、薬物政策研究において必要

である。

⑦寛容性や社会的包摂と結びついたヨーロ

ッパ流の薬物政策は、管理する政策的思考を

基礎にするか、あるいはその表現としてある

が、そこにあるのは有機的連帯と同型の相互

依存（あるいは秩序内関係）という観点をも

とにした思考であり、したがって、社会学的

思考と同じ出自をもつものである。

⑧こんにち、排除・隔離する政策的思考に対

し、管理する政策的思考を接続するような

（言説上の）運動がおこなわれているが、異

なる言説パターンをもつこれら双方の接続

は、それゆえに困難を生じさせている。

⑨社会学ならびに社会学的思考は社会があ

るという真理を前提としているわけではな

く、ある種の危機状況における政治的対応と

して社会があることを結果的に実現するよ

うに構成された思考であるという歴史的経

緯からすると、オランダなどに典型的にみら

れる薬物政策は、薬物（使用）の社会学化と

も呼びうる現象である。

(2) ここで示されているように、本研究で抽

出され構成された薬物政策研究の座標は、一

方の極に「排除・隔離」と「犯罪化」という

指標を置くものであり、もう一方の極に「管

理」と「医療化」という指標を置くものであ

る。実際の過程の記述をもとに理念的に構成

されたこれらの座標を用いることで、研究の

全体構想の基礎をなす、薬物政策の布置を記

述することが可能であると考えられる。

この点で注意すべきことは、たとえばイギ

リスの薬物政策はオランダと異なっている

点として、1970 年以降犯罪化政策を主流にし

つつ、一方で管理された医療的処遇を保存し

ている。したがって、「排除・隔離」「犯罪化」

と「管理」「医療」は必ずしも薬物政策全体

を記述するための一本の線の両極であると

は限らない。それらは、個々の政策的思考を

成立させる言説のパターン（を記述し、それ

に名をつけたもの）であると考えられるとい

うことである。

(3) 研究成果の最後に、今後の課題を述べて

おきたい。今後の課題が設定可能であること

自体もまた、成果のひとつであるからである。

上で概略的に記した成果をもとに「近代化

と薬物統制」という全体構想について考察を

進める場合、今後はまず第一に、各地域の薬

物政策を個別具体的に記述し、それをもって

上にのべた座標の有効性・妥当性を検証する

必要がある。

もとより、社会科学において、仮説（この

場合は上記の座標をめぐる議論）の有効性・

妥当性は、つねに資料・データによる検証に

開かれているはずであるが、この場合とくに、

政策立案過程を含めた議論の詳細な分析を

おこなうことで、言説のパターンを記述し、

上記座標の、ある意味で概括的なカテゴリー

化、すなわち、排除・隔離、管理などの概念

が有効であるかどうかを検証する必要があ

ると考えられる。そしてもし、そのようなカ

テゴリー化が妥当でない場合には、さらに再

カテゴリー化を進めるなどして、仮説を洗練

させていく必要がある。

そこで、以上のような作業のためには、検

証をおこなう地域を選定し、実際にその地域

における薬物政策の現状とその成立過程を

分析する必要がある。

その場合、差しあたっての検証に最も適し

た地域は、おそらくはヨーロッパであると考

えられる。というのは、その成立以降、EU は

薬物政策について相互に議論を重ねる機会

を設け、実際にこれについて検討してきたか

らである。つまり、一方では各国あるいは各

国内の各地域において、その地域（の代表者）

による議論をもとに構成された薬物政策が



あり、それが尊重されている。したがって、

そこではすでにそれぞれの地域固有の議論

がおこなわれており、また固有とはいうもの

の、これまでの研究により明らかになってい

るように、薬物政策に関する言説のパターン

は比較的限定されている。したがって、その

布置状況をそれら各国の議論過程において

観察し、上記仮説を検証することができると

考えられる。他方、ヨーロッパの多くの国は、

上記のように管理型の政策を営んでいるも

のの、なかにはスウェーデンに代表されるよ

うに、排除・隔離型の政策も存在する。その

ような状況下で、各国の薬物政策の代表者が

集まって討議する EU 委員会も運営されてい

る。したがって、その議事の進行や議論の構

成方法を観察することで、また別の言説パタ

ーンの記述が可能になると考えられると同

時に、排除・隔離型政策と管理型政策の接続

と分離の仕方を記述することができると考

えられるだろう。
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